
各都道府県のインフルエンザワクチン供給体制に対する考え方   

平成20年8月7日付け当会議開催通知において、インフルエンザワクチン（以下「ワク  

チン」という。）接種シーズン前における各都道府県の供給体制に対する考え方を8月 22  

日までに、御回答いただいた。   

その回答を一覧にして、別紙にまとめたので、他都道府県の取り組みも供給体制づくり  

の参考にされたい。また、以下にその概要をまとめた。  

1．都道府県担当課の役割について   

インフルエンザワクチンの需要状況把握、医療機関や卸売販売業との連絡調整、予防  

接種法関連に担当が分けられているところが多いが、委員会や各課が連携をして、対応  

することが必要である。  

2．保健所の役割について   

住民に対する情報提供を行うところが多く見受けられる。都道府県内部担当課や医療  

機関等との連絡を十分行い、普及啓発を行う必要がある。  

3．インフルエンザ対策委員会の設置について   

ほとんど全ての都道府県において、委員会を設置又は検討中（既存の検討会等で対応  

する場合も含む。）であった。  

4．シーズン前の対応について、都道痢：県としての考え方  

① 医療機関等の注文量について（都道府県の回答数）  

協力要請の通知  

調査の実施、予定  

医療機関等への指導  

その他  
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② 医療機関等、卸売販売業者の在庫等の調査について  

ほとんどの都道府県において、定期的又は必要に応じ、在庫状況の調査を実施  

（実施予定を含む。）。  

全医療機関の在庫把握は困難との回答もある。  

③ 返品という商習慣の改善について  

大量注文の場合は分割納入とする。  

必要量は流行動向に大きく左右されることから、ある程度の在庫を抱えざるを  

得ないが、大量の在庫を抱え返品となれば、好ましいことではないと考える。  

返品を前提とした注文及び在庫管理を行わないよう協力を求める。  

関係団体に改善要請を行う。  

根本的に返品を認めないシステムを考えるべき。  

品質の面から原則認めるべきではないが、接種機会を確実に確保するため、多  

少はやむを得ない。  

年々改善されているものの、返品可能な商慣行は市場取引により行われている  

ものであり、協力要請も強制力はないため、実効性においては限界がある。  

返品数量が500本を越えた医療機関について、原因の調査等の措置を図る。  

④ 高齢者の定期予防接種対象者に対する公費補助期限の設定と勧奨の啓発策につい  

て  

（1）昨年度からの変更点、新たな取組み   

・インフルエンザ予防接種実施要領に基づき、市町村へ12月中旬までの接種  

計画を策定するよう依頼するとともに、公費補助期間について必要に応じ延  

長する等、柔軟に対応するよう依頼している。   

・流行を踏まえた公費補助期間を計画するよう指導している。   

・部会において標準接種推奨期間を決定し、各市町へ周知しているが、当該期  

間を超えて実施している市町もある。  

（2）具体的な勧奨の啓発策   

・広報誌等により啓発を図るよう、市町村に対し、依頼。   

・各市町村から対象者に対し、個別に通知をすることにより、啓発を図って  

いる。   

・利便性に資するため、定期予防接種相互乗り入れ事業に基づく定期予防接  

種の実施期間統一を図っている。  
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・都道府県においても、HPへの掲載や、啓発チラシの配布等により、啓発  

を図っている。  

⑤ ワクチン不足の場合の対応について  

関係団体・医療機関の在庫状況を基に医薬品卸業組合に対し融通を依頼する。  

医療機関の在庫状況の情報を提供し、調整する。  

郡市医師会の会員（病院を含む。）が患者を紹介しあう方法により融通を図る。  

卸売販売業者、医療機関に融通要請をした後、困難な場合は厚生労働省に融通  

要請を行う。  

県で行った調査情報を関係機関が共有し、接種希望者に対し接種可能な医療機  

関の情報提供を行う。  
タ  

混乱を招かないよう、適切な情報提供と関係機関との密接な連携による計画的  

な供給調整  

メーカーの生産体制を強化することが効果的な方策。  

⑥ 住民への周知方法について   

・接種可能な医療機関について調査しホームページで公開する。   

・郡市医師会において住民等からの照会に対応できる体制を整備する。   

・広報誌やリーフレットなどにより周知する。   

・相談窓口を設置する。  

⑦ その他新たな対応について   

・休日、夜間に接種可能な医療機関の調査を行い、ホームページに掲載し、県民  

が接種できる環境の向上に努める。  
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各都道府県におけるインフルエンザワクチンの供給体制について  ■ゝ   

都道府県担当課の役割について  シーズン前の対応について、都道府県としての考え方（昨年度との相違点、新たな取組みを中心に）  

都道府  インフルエンザ対策  

県名  保健所の役割  高齢者等の定期予防接  その他新たな  
薬務  感染症対策  医務  て  

対応について  ついて   書について  補助期限の設定と勧奨  
の啓発策について   方法について   

ク、  貞秦；  

庫調査の実施、保健所   、 

こおける医療機関のワ  すること  接種可能医療機朋の   種の可否等について調  文や追加発注について  対する接種を12月中  請するが、それでも道内  せに対し、対応する。  
クチノ在庫等調査の集  ■   査  適正1とするよう依頼  
計及び不足時の調整  

北海道   
卸売販売業着こ確保予  
定土、供給量、在庫i、  管しているワクチンの追加  
融通状況等について調  公費補助期間について  
査  は、必要に応じ延長す  

る等、柔軟に対応する  
よう依頼。   

医薬□卸組合と、  住民に対する情報捷  医薬品卸組合を通じ  必要に応じて随時調査  医療機関及び卸売業者  市町村に対して、12  各医療機関及び卸売業者  妾種可能な医療機関  
調整   び予防接種の必要性に  供   て各卸売業者の受注  することとしている。  こ対し、返品しないよう  月末までに実施するよ  の在庫状況を基に医薬品  について調査し、  

ついて県民に対して周  状況等を確認するこ  依頼することとしてい  
青 森  知、医療機関からウク  ととしている。  る。   を通じて融通を依頼するこ  

テン供給に係る情報収  
集等  

ととしている。   

県医薬口卸業協ム  P  イノフルエノ メ、  な；  bな  ● 品   会の  医   が、  …l行のど一 日lに  県 薬品   会の  の′、－ムページ  
通じて、ワクチン、治療   関の確認・把握及び  連絡会議を開催（例  いよう医療機関を指  
薬、検査キットの在庫流  種可能医療機関の周  導。   売業者の在庫状況及び  卸及び医療機関に分害  奨している。   いるが、一部の医療機関  トワーク」に接種可能  
通状況の調査及び融通  知、医療機関の在庫状  状況の把握   者：医師会、医薬品  医療機関への供給状況  納入、分割発注を依  で不足が生じた場合は  医療機関名を掲載す  
の場合の協力依頼  卸売業協会、医療  頼。  接種可能な別の医薇機関  

岩 手  関への融通調整  局、環境保健研究セ  また、必要に応じ医療  の情報を提供している。   
ンクー、保健衛生課）  機関の在庫状況の確認  村が広報誌やリーフ  

を行う。  レットなどにより接種  
可能医療機関名を周  
知する。   

＝－   インフルエンザワクチ  各関係機関の協力の  インフルエンザワクチン  各市町村に対して、イン  地域的な不足の場合に  定期的に在庫i調査  休日 夜間に  
るワクチン在庫状況調   インフルエンザワクチ  
査  ・ワクチン安定供給対策  、  、  
・ワクチン不足時の国へ  ・県民相談窓口  を開催。   （県医師会、県薬剤  をインフルエンザ流行  協力を要請するほか、  するとともに、流行を踏  クテンの融通を図る。全県  ページに掲載すると  を行い ホー  
の融通要請   ・予防接種可能医療機  
・薬剤師会及び卸売販  関の把握と情報提供  10月上旬に開催予 定。  師会）に対し、必要i  前の時期から定期的に  医療機関等に分割尭  まえた公費対象の時期  的に不足が生じた場合  ともに 管轄保健所  ムページに掲  を精査した上で、適  行う。   注、分割購入を行うよう  を計画するよう指導して  は、国に取通要請を行  及び市町村に対して  載し 県民が  

宮 城   正な発注・供給を行う  指辞する。   いる。   い、県医師会の協力を得  
とともに、県医薬品卸  ながら、医療機関に配分  
組合に対しても、特  する。なお、これらのこと  める。   
定の医療機関に供給  は、インフルエンザワクチ  
が偏ることがないよう  ン安定供給対策会議にお  
公平に供給するよう  いて、毎年度確認し徹底  
要請する。  することとしている。   

Ai  ・ワクチン接種医療機  有  初回注文iがl年の  保健所において、言舌・  医療機関等に返品を出  市町村に対し、高齢者  ・地域的にワクチンが不足  ホームページ 市町  
要請   開催  インフルエンザワクチ                       関の調査、情報提供    使用実績を上回らな  FAX等により在庫等調  来るだけ避け、返品を  等の定期予防接種を1  した場合は、卸売販売業  村広報等を活用し周  

・接種医療機関の把握  等  ン安定供給対策会議  いこと。初回注文iを  査を行う。   前提とした注文及び在  2月末まで行うことにつ  看で備蓄しているワクチン  知を図る。  
・接種医療機関の広報  を開催予定（9月）  含めた全注文1が前  庫管理をしないよう協力  

秋 田   （HP）  年の使用実績を3割  を求める。   よう周知する。   ・在庫等調査を実施し、余  
・ワクチン不足時の医療  以上上回ることのな  裕のある地域から不足し  
機関、卸売販売業者に  いよう協力要請する。  ている地域に融通する。   
対する在庫状況等の調  
査、融通要諦  

・卸販売業者に対する  イノフルエノザ対策連  ・医療機腰の在庫状  有   初回注文1が前年度  卸売業者の在庫上等の  大量注文となる場合は  各市町村に対し、予防  卸売販売業者の在庫i等  県ホームページ（医  
調査の実施   絡会議の柵催  況等の把握  実績を上回ることの  調査を行う。   分割納入に協力するよ  接種を12月までに済ま  の調査から偏在が確認さ  療機関情報ネット  
・卸売販売業者・厚生労  ・予防接種に関する広  ・県民からの問い合  ないように、追加注文  う県医薬品卸業協会、  せるよう住民に対して  れた場合は 卸売業者  ワーク）に掲載。  
働省に対する融通要請  報を市町村へ依頼  わせへの対応  は在庫iを勘案した  県医師会、医療機関に  

山 形  ・接種可能な医療機関  ものとなるよう県医薬  対し通知。   行う。   
のホームページ掲載  品卸業協会、県医師  
・医療機関への融通要  会、医療機関に対し  
請  通知。  
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各都道府県におけるインフルエンザワクチンの供給体制について  

都道府県担当課の役割について  シーズン前の対応について、都道府県としての考え方（昨年度との相違点、新たな取組みを中心に）  

都道府  
インフルエンザ対策  

保健所の役割   委員会の設置につい  高齢者等の定期予防接  その他新たな  
県名  

医務  て   薬務   感染症対策  対応について           医療機関等の注文i  医僚機関等、卸売販売  返品という商慣習の改   種対象者に対する公費  ワクチン不足の場合の対  接種可能な医療機関 が限定されている場         について  業者の在庫等の調査に  ついて  善について  補助期限の設定と勧奨  応について  合への住民への周知   
の啓発策について  方法について   

県内のインフルエンザ  各保健所管内のイン  インフルエンザワクチ  初回注文時には前年  シーズン前に在庫状況  在庫を抱えることによ  インフルエンザ実施要  ワクチン不足等が発生し  在庫調査に基つき、  
ワクチンの安定供給に  フルエンザワクチン  ン等安定供給対策会  実績を上回らないよ  調査を実施予定（9月  り、適正な流通の妨げ  領に基づき、12月とし  た場合、定期的に在庫量  各保健所ごとに接種  
係る調整  の安定供給に係る調  となることから、関係団  調査を行い、結果をホー  

整   
旬）  ワクチン不足等の状況  ムページ等で公開。  

参集者：行政（各保健  によっては、定期的に  調整が必要な場合は医師 会等関係機関と連携を  
所、衛生研究所等）、  実施する。  要請。  

福島  医師会、病院協会、  なお、昨シーズンは、終  とって対応。   
薬剤師会、医薬品卸  盤になって大iに返品  
組合等   した医療機関があった  

ため、医師会等を通じ、  
適正な流通に努めるよ  
う要請。   

ワクチン需給状況に係  予防接種法に基づくイ  供給不足時の接種可  有 （ 前年実績までの注文  卸売販売業者等の在庫  関係機関に改善協力要  市町村へ12月までの  地域的な偏在の場合は、  各保健所を通して住  
る卸調査   ンフルエンザ予防接種  県内において．ワク                      能医療機関の把握及   とするよう、関係機関  状況等の定期調査を実  請済。   実施計画作成を依頼予  県内卸売販売業者間での  民への情報提供を行  

の早期実施要請  び県民相談窓口  テン不足が見込まれ  定。   融通調整で対応するが、  
茨城  る状況となった場合）   全県的な不足の場合は、   

園備蓄分の融通要請を行  
。   

ワクチン供給に係る調  市町村及び住民への情  医療機関におけ  ワクチン供給に係る  設置済み（年度当初  医療機関、卸売販売  卸売販売業者を調査す  分割納入への協力なと  ワクチンの十分な供給  医療機関に在庫のあるワ  同左  
整、情報収集，提供  報提供及び接種勧奨  る保管管理の指  情報収集の実施、佳  ま開催することとし、  業者に対して、全注  れば、県全体の状況は  に関する通知（県・医師  が行える11月を目安に  クテンを融通することは、  

斗   民への情報提供  以後は不測の事態等  文iが前年の使用実  把握できるため、医療  会■卸売販売業界団体  接種されるよう広報等  品質の責任という観点か  
こ応じて開催すること  績を上回らないように  機関に対する調査は行  の3者連盟）の通知を発  の依頬を市町村等に対  ら望ましくないと考える。  

としている。）   通知する。   わない。   出し、商習慣の改善を  ワクチン不足の場合に  
栃 木  呼びかける。   は、県で行った調査の情  

報を関係機関が共有し、  
接種希望者に対し接種可  
能な医療機関の情報提供  
を行う。   

卸売販売業看の在庫量  ・インフルエンザ対策委  ・管内医療機関の在  有  園の通知を受け、県  卸売販売業者について  改善するよつ関係者に  流汀前に接種が終了す  ○住民への対応   ○住民への対応  

等の調査   鼻会の設置  （ワクチン不足が見込                      庫量等の調査   医師会、各郡市医師  ま、緊急の在庫量調査  協力要請しているが、  るように、市町村へ依  任意予防接種医療機関  任意予防接種医療  
インフルエンザワクチン  ・法に基づく高齢者の予  一様種可能な医療機  まれる場合等必要に  会、医薬品卸協同組  に対応できるような体  多少の返品はやむを得  頼する。   の情報を提供している。ま  機関及び予防接種実  
の安定供給全般  防接種に関すること  関についての住民へ  た、その情報は県ホーム  

の情報提供   定）   協力を要請。依頼済  ページに公開している。不  
み。   を求める。  足時には、調査を実施し、  

医療機関については、  予防接種実施可能な医療  
緊急時のみ医師会の協  機関を県ホームページを  
力を得て調査を実施す  通じて情報提供する。   

群 馬  る予定。   ○卸売販売業者及び医療  
機関への対応  
卸売販売業者を介した 医機関間の融通は 
療、品  

質確保等の観点から難し  
いので、不足数iを詳細  
に調査したうえで、国が確  
保しているワクチンの融通  
を求める。   

インフルエンザワクチ  ・インフル工ンザワクチ  住民に対し、ワクチン  有  司   
ン安定供給対策会議の  ン安定供給対策会議へ  （第1回会議を9月10   
設置・遷宮   の参加  供   日に開催予定）  関の協力を求めた  る。   ある。   補助期限の設定、勧奨  により実態を精査のつ入、  る。  

埼 玉  い。   医薬品卸売販売業につ  は効果的である。  不足分については国に確  

の指導  いては、薬精課が実施  保分の提供をお願いした  
する。  い。   

（∫l   



各都道府県におけるインフルエンザワクチンの供給体制について  ⊂n   

都道府県担当課の役割について  シーズン前の対応について、都道府県としての考え方（昨年度との相違点、新たな取組みを中心に）  

都道府  インフルエンザ対策  

県名  保健所の役割   委員会の設置につい   高齢者等の定期予防接  その他新たな  

薬務   感染症対策   医務  て  対応について           医療機関等の注文1  について  医療機関等、卸売販売 業者の在庫等の調査に  ついて  返品という商慣習の改  善について   種対象者に対する公費 補助期限の設定と勧奨  応について   
の啓発策について   方法について   

・（仮称）インフルエンサワクチン  ・予防接種法に基づく接  管轄地区の医療機関  有  県医師会、県民間病  県医薬品卸協同組合の  県医師会長、県民間病  各市町村あてに、平成  県医師会及び県医薬品卸  保健所から管内の接  
の安定供給に関する連  種可能医療機関の把握  （10月中旬）                      に対する予約・在庫  院協会、全国自治体  協力のもと、ワクチン注  院協会長、全国自治体  19年5月31日付けで∴定  協同組合の協力のもと、  種希望者へ情報提供  
絡会譲の事務局  iの調査（予定〉  病院協議会千葉県支  文iが100本以上の  病院協議会千葉県支部  期予防接種相互乗り入  供給に余裕のある地域か  する。  
・県内の予約王、在庫  郎を通じ、初回注文  医療機関を把握すると  長あてに平成20年7月  れ事業に基づくインフル  ら不足の地域に在庫ワク 
iの取りまとめ  は前年の使用実績を  
・卸売協会を通じ、卸売  上回らないよう各会  
業者の在庫i等の調査  負への理解を求め  

千 葉  た。   行う。  を前提とした注文及び   
また、厚生労働省から   
の緊急調査に対応する  
ために、事前に医療機   
聞及び卸売販売業者の  
在庫数についての試行  
調査を行う。   を行うよう理解を求め  

た。   

医薬品卸業者との調整  病院でのワクチン在庫  病院への周知  診療所等との実質的  状況により開催（都  適正な発注を行うベ  定期的な在庫状況の報  品質の面から原則とし  主に流行期間中を公費  混乱を招かないよう、適切  区市町村の広報を主  
調査、区市町村との嗣  な調整、調査   内において、ワクチン  告を求めていく。   て認めるべきではない  

東 京  
整、都民への周知  不足が見込まれる状  が、接種機会を確実に  

況となった場合に必  確保するため、多少は  
要に応じて開催予  やむを得ない。   
定）   

インフルエンザワクチン  インフルエンザの予防  インフルエンザの予  インフルエンザ対策  国の通知を受け、県  医療機関に関しては、  国の通知を受け、県医  ・高齢者等の予防接種  ・ワクチン不足時等の状況  定期の予防接種実施  
の流通に関すること。  対策、予防接種法のイ  防対策に関する普及  こ係る関係者打合会  医師会及び県医薬品  調査対象医療機関を選  師会及び県医薬品卸業  の勧奨期限について配  こ応じた医療機関、卸売  医療機関のワクチン  

ンフルエンザ予防接種  啓発、情報提供等  を開催し、状況に応じ  卸業協会等に対し  定した調査を検討する。  協会等に対して、注文  慮いただきたい旨、市  業者等に対する在庫状況  在庫有無調査結果に  
に関すること。  た対応策を協議する  て、適正な数量の注  また、卸売販売業者に  及び在庫管理にあたっ  町村へ依掩済み。  等の調査、及びワクチン  ついて、保健福祉事  

予定。   文等の協力要請を依  の地域間融通について  
頼済み。   不足の状況に応じて、  は、各関係者と調整、連  

神奈川  実施を検討する。また、  携しながら検討を進める。  
市町村に対して定期の  ・接種希望者に対しては、  
予防接種実施医療機関  県保健福祉事務所等での  
のワクチン在庫有無に  情報提供も検討していく。   
ついての把握調査を検  
討中。   限界がある。  

・インフルエンザワクチ  インフルエンザ予防接  住民相談、情報提供  有（ワクチン不足時等  県、県医師会、県病  在庫等の調査は、卸売  県、県医師会、県病院  予防接種の時期につい  全県的なワクチン不足が  医療機関の在庫状況  
ンの需給状況の把握  種の早期接種勧奨  必要に応じて会議を  院協会、県医薬品卸  業者に対しては10月～  協会、県医薬品卸組合  ては、インフルエンザの  発生した場合には、速や  調査結果等に基づ  
・全県的なワクチン不足  ・当該ワクチンが鳥イン  開催する予定）  組合の4者達名で、  3月、医療機関に対して  の4者連名で、原則とし  流行前（10月～11月）の  かに国へ融通用ワクチン  き、接種可能な医療  

新 潟                                                                     時には、速やかに国に   過剰な注文とならな  
対して融通用ワクチン  いよう医療機関へ通  医療機関へ通知済。   とを検討する。   
の供給を要請   が期待できない旨の正  知済。   

しい知識を周知  

・卸業協同組合との調  
整  策等について  策   市町村との  ンフルエンザ対 連  同組合 て、  状況については、  業 同組合 て  に  中 までとし、その旨の  こ め、不足の、には  通 受けた場合 に  
■卸売販売業者におけ   ・住民からの相談対  絡会議」を設置してお  注文量が昨年使用実  期的に把握予定。  努めるよう通知   啓発強化などの検討を  通要請を行う。   あっては、医師会や  
るワクチンの在庫状況  応   り、同会議の中で運  医療機関、市町村等  

富 山  用している。   また追加注文は必要  との協議の上、接種  
・ワクチン不足時の国へ  i以上注文しないよ  実施医療機関などの  
の融通要請  うに通知   染症のモニター医療機  情報提供を行う。   

関を対象に調査予定。   

県内のワクチン供給状  t予防接種法に基づく定  インフルエンザの予  9月中旬～下旬にイ  国からの通知内容に  昨年までの使用1の多  固からの通知につい  ・期限の設定は、12月  在庫i調査を行い、融通  
況の杷捏、調整   期予防接種の実施体討  防対策に関する普及  ンフルエンザワクチン  ついて、医師会、医  かった医療機関をモニ  て、医師会、医薬品卸  中旬までとインフルエン  できる医療機関がないか  

の把握  啓発・情報提供  等対策会議を開催す  薬品卸売協同組合を  タ一機関として依頼し、  売協同組合を通じて医  ザ予防接種実施要領に  確認し調整する。同時に  
・ワクチン不足情報を把  ・市町の予防接種実  る予定   通じて医療機関及び  モニター医療機関とワク  療機儒及び卸売業者に  記載されており、市町が  国に対し融通要請を行う。  

石 川  浸した場合の担当課へ  施体制の把握と指導  卸売業者に周知す  
の報告  ・ワクチン不足情報を  る。   的に在庫上等について  

把墟した場合の担当  報告を受ける。   の調査及び改善措置の  
課への報告  確認。   予定（例年と同様）。  



各都道府県におけるインフルエンザワクチンの供給体制について  

都道府県担当課の役割について  シーズン前の対応について、都道府県としての考え方（昨年度との相違点、新たな取組みを中心に）  

都道府  
インフルエンザ対策  

保健所の役割   委員会の設置につい   高齢者等の定期予防撲  その他新たな  
県名  

薬務   感染症対策   医務  て  対応について           医療機関等の注文i  について  医療機関等、卸売販売 業者の在庫等の調査に  ついて  返品という商慣習の改  善について   種対象者に対する公費 補助期限の設定と勧奨  応について   
の啓発策について   方法について   

県内で、不足が発生し  各市町村、各保健所へ  各管内医療機関の在  有（感染症予防対策  昨年の使用実績を考  医療織関については、  関係者に対し、協力を  市町担当課あてに、12  接種可能な医療機関につ  各市町村や健康福祉  
た場合、国との調整  の依緬、指示  庫状況の把握および  座して受注するよう  月中旬までの接種勧奨   

県内医療機関の在庫状  県民等への情報提供   要請。   卸売販売業者について  および流行時期を踏ま  介して情報提供す  

福 井  
況の把握および情報提  は、県庁で調査。   えた公費補助期間の延  
供  長など柔軟な対応に配  

属することについて文  
書発出。（健康増進課）   

る。   

・国からの情報について  ・ワクチン接種の推進普  医療機関に対す  ，接種を希望する県  連絡会議を開催し、  安定供給のための分  医薬品卸売販売業看を  前年実績に基づく注文  予防接種対策協譜会及  在庫状況に偏りの兆しが  在庫調査結果を元  
関係機関への周知  及啓発   る情報提供等  民からの接種可能医  安定供給体制につい  割納入や在庫調査に  通じて調査を行う予定  受付が浸透しつつある  び市町村担当者会議を  見受けられた場合には、  に、問い合わせに対  
・ワクチンの在庫状況等  ・緊急時期に希望する  敵機関の照会があっ  ての協議を行うなど、  ついても協力を要請  である。   と考えるが、引き続き、  開催し、医師会や市町  卸業者を通じ納入調整や  して個別対応する予  
の調査依頼、集計、調  住民から接種可能医療  た場合の対応  関係機関の連携を密  する。  返品を前提とした注文  村に対して予防接種の  在庫融通を行うが、それ  定である。  
整及び国への報告  機関の照会があった場  tワクチン不足情報を  こし対処することによ  をしないよう、医師会を  接種期間についての協  でも供給不足の場合に  
・ワクチン揉擢希望者へ  合、個別に情報提供を  把握した場合の報告  り目的は達せられる  通じて医療機関へ要請  力要請を実施する予定  ま、国に備蓄分の融通を  

山 梨                                                                                                                                 の予約方法等の周知  ・医療機関への協力  する。   である。   要望する。   
・緊急時期に接種希望  依頼  要が生じれば対処す  
する住民から接種可能  ・相互乗入の推奨   
医療機関の照会があっ  
た場合、個別に情報提  
供を実施   

ワクチンの安定供給に  インフルエンザ定期予  ・管内医療機関等の  「インフルエンザワク  ワクチンの初回注文  卸売販売業者のワクチ  返品という商慣習につ  インフルエンザの流行  必要に応じて医療機関の  県ホームページ、保  
関する業務   防接種関係業務  在庫状況調査  テンの安定供給に係  iが前年の使用実績  ンの在庫状況を定期的  いて、その改善に努め  シーズンに間に合うよ  在庫状況を調査し、医師  他所窓口等を介して  
・県内在庫状況の把握  ・県内患者発生状況の  ・管内患者発生状況  る打合せ会議」を開  を上回らないように、  こ調査する。また、イン  ることとし、返品を前提  う、12月中旬までに接  会、医療機関、保健所等  情報提供する予定で  
（医療機関等、卸売業  把握  の把握   催している（9月下旬  また、追加注文を行う  フルエンザの患者発生  とした注文及び在庫管  種を終了すること、また  と協力しながら接種希望  あるが、効果的な周  
者）   ・県内予防接種実施医  ・住民への情報提供  開催予定）。   際には、医療機関内  状況等を注視しながら、  理を行わないよう、医師  公費補助期間内での予  者に情報提供する。  知方法についてその  
・医師会、医療機関を通  僚機関の把握  （「インフルエンザワク  のワクチンの在庫の  医療機関のワクチンの  会、医薬品卸協同組合  防授権の実施を推進す  また、融通の要請があっ  都度、医師会、医療  
じての県民への情報提  ・県民への情報提供  チンの安定供給に係  消費状況を確認しな  在庫状況を必要に応じ  を通じて医療機関及び  るため啓発強化を検討  た場合には、医療機関に  機関を交えて検討す  

長 野                                                                                                                                                             供  る打合せ会議」にイン  がら、必要iの注文  て調査する。調査結果  卸売販売業者に要請し  するよう市町村に要請  おいてワクチンの品質の  る。  
・関係機関、団体との連  フルエンザ対策委且  した。   確保がなされていることを  
絡調整  会の機能を持たせて  確認した上で積極的に融  

いる。）   合を通じて医療機関   通に協力するよう医師会、  
及び卸売販売業者に  医薬品卸協同組合を通じ   
要請した。   て医療機関及び卸売販売  

業者に要請した。   

インフルエンザワクチン  インフル工ンザワクチン  左記、市町村及び医  有   医薬品卸売販売業者  大手医療機関及び医薬  返品を前提とした注文  12月中旬まで   地域医師会及び医薬品卸  市町村広報誌等によ  
供給状況調査、インフ  供給状況調査（医薬品  僚機関に対して調査  こ対して調査を実施  品卸業者に対して調査  及び在庫管理を行わな  協会の協力により県内融  り広報する。  
ルエンザワクチ予防接  を行う  する。   を実施する。   いよう、会議lこおいて要  通する。なお、県内でまか  

岐 阜                                                種状況調査等を市町村  話する。  なうことができない場合  
及び医療機関に対して  は、厚生労働省に依頼す  
調査を行う。   る。   

卸売販売業者における  インフルエンザワクチン  管内医療機関の在庫  有   国の通知を受け、県  必要に応じて、インフル  国の通知を受け、県医  国の通知により接種計  郡市医師会の会員（病院  郡市医師会において  
在庫量の把握（必要時）  供給対策の総合調整  真の把握（必要時）  （ワクチン不足等の間  医薬品卸業協会及び  工ンザ定点医療機関又  師会等へ協力を依頼し  画を策定するよう各市  含む）が患者を紹介しあう  住民等からの照会に  
県医薬品卸業協会との  ・インフルエンザワクチ  管内医療機関、郡市  題が生じた場合に、  各医療機関等へ協力  ま全医療機関に報告を  た。   町に周知しており、県で  方法により融通を図るとと  対応できる体制を整  
連絡調整   ン対策協議会の開催  医師会、市町との連  求める体制としている。  期限の設定はしていな  

・インフルエンザの予防  絡調整   ととしている。）   い。勧奨の啓発は各市  

静 岡  及び予防接種に関する  町の広報紙が主であ  
こと  る。   討する。   
■在庫状況等の取りまと  
めに関すること  

・卸売販売業者のワク  ・予防接種法上の予防  健康対策課及び医薬  有（平成20年9月2  原則として、初回注  卸売販売業者に対して  適宜発注、分割納入の  接種を希望する看が1  卸売業者に対する調査の  接種可能な医療機関  
テン在庫情報等の把握  接種の市町村に対する  安全課に同じ   日間催予定）   文王が昨年度実績を  定期的（週1回）に在庫  実施等により、返品を  2月中旬までに接種を  結果などから、必要に応じ  の把握に努め、住民  
・卸売販売業者に対す  指導  上回らないように、医  状況等の報告を求め、  前提とした管理を行わ  受けられるよう計画し、  て県内での調整を図る。  への情報提供を行  
るワクチン供給に関す  ・予防接種法上の接種  う。          療関係者及び卸売販  流通状況を把握する予  ないように関係者に通  かつ、体調不良等の鴇  県内での不足の状況を確  

愛 知                                                                                        る情報収集・提供 ・不良ワクチンの流通防  売業者に通知した。  定。  知した。   合について配慮するよ  
医療機関については、  う市町村に対して指示  

止   感染症発生動向調査の  をする。   
定点へ在庫i調査を適  
宜行う予定。  、」  



各都道府県におけるインフルエンザワクチンの供給体制について  00  

都道府県担当課の役割について  シーズン前の対応について、都道府県としての考え方（昨年度との相違点、新たな取組みを中心に）  

都道府  インフルエンザ対策  

県名  保健所の役割   委員会の設置につい   高齢者等の定期予防接  その他新たな  

薬務   感染症対策  医務  て  
対応について  ついて   善について  

の啓発策について   方法について   
A  住民に対する相談窓  予防接種に関する事  医師会、病院協会等  卸売販売業看への在庫  インフルエンザワクチン  毎年、県公衆衛生審議  情報提供により、地域、あ  本県では、個別接種  

提供・卸売販売業者団  ロ、地域の情報収  項は、「三重県公衆  こ適正な発注を行う  等調査は可能である。  の所要iはその年の流  会予防接種部会におい  るいは県内で調整する。  における県内市町間  
体との調整  集、提供等   衛生審議会予防接種  よう協力要請する。  医療機関の在庫状況調  行動向に大きく左右さ  て、榛準接種推奨期間  県内調整の限界を超えた  の相互乗り入れ体制  

部会」で検討してい  査は必要に応じて電話  
る。  等での調査を行う。   め、特段問題はない  

ところもある。しかし、  
三 重  

と考える。ただし、  
毎年大iの返品が発生  必要な場合は実施主  
し、それがワクチン単価  体である市町から住  
に影響を及ぼすようなこ  民へ周知するよう指  
とがあるとすれば、この  導する。   
ような商習慣は国民の  
理解を得られない。   

・管内卸売業者の在庫  ・接種可能な医療機  有（毎年＝月に開催）  昨年度の使用実績を  迅速に把経できる体制  医療機関に対し∴返品  市町に対し12月中旬ま  流通在庫が減少するシー  市町に対し 周知を  
調査  関の情報提供  上回らないように、ま  を前提とした注文を行  
・医薇機関の在庫調査・  たワクチン接種に支  わないよう通知。   
調整  障をきたす場合を除  内での予防接種実施推  

滋 賀  いて大1注文を避け  進のための啓発強化を  
るように、医師会、病   通知。   について配慮するよう通  
院協会を通じて各医  知。県内で賄えなくなった  
療機関に通知。   場合は、国へ融通用ウク  

テンを要請。   
国、府機関、京都市及  ワクチンの接種に関す  管内の医療機関、医  有：京都府インフルエ  京都府医薬品卸協会  同左   改善が必要と考える。  12月中旬までの間に  京都府医薬品卸協会を通  
び関係団体との連絡調  薬品卸業者との連絡  ンザワクチン等確保  を通じて、状況を把握  現状は、京都府インフ  接種勧奨期限を設定す  じて、府内での過不足を  
整   調整  調整及び情報収集  検討委員会を必要に  ルエンザワクチン等確  

京 都  応じてl埴時間催す  保検討委兵舎等を通じ  
る。   て、各医療機関に対し  

返品を前提としたワクチ  の解消を行う。   
ンの確保を行わないよ  
う要請している。   

医薬品卸販売業者に対  11月中旬予定（大阪  昨年に引き続き、医  医療機関数が10．00  他の医薬品と同様に医  インフルエンザ予防撲  ワクチン不足が発生した  通常時の接種可能医  
し、  ンの供給体制にかかる  府インフルエンザ対  師会等に過剰なiの  0以上あり、医療機関全  僚機開からの返品不可  種実施要領の主旨に  場合、混乱を招かないよう  療機関は府ホーム  
・医療機関等への分割   策連絡会）   発注を行わないよう、  体の在庫数の把握は事  が適当。早期に返品不  沿った事業を行うよう、  適切な情報提供に努め  ページで情報提供し  
納入など適正化につい  協力を求める。  実上困難。   可となるよう国に対して  各市町村に依頼する。  る。卸販売業者・医療機関  ている（任意接種含  
ての協力依頼  卸売販売業者の在庫数  勧奨の啓発について  

大 阪  は、卸売販売業者等と  は、府としても啓発テラ  
について、必要に応じ  

能医療機関につい  
の連携の下、状況把埠  シを作成し医療機関等  

報告の協力依頼  
て、ワクチン不足時  

に努める。   に配布。   は把握が困難であ  
リ、各市での対応に  
なる。   

供給に関する」と。  接種、対策に関する」  管内の市町、医師会  有（既存のインフルエ  医療機関の全注文1  医療関係団体及び卸売  医療関係団体及び卸売  市町に対して、12月中  ウクテンが不足した場合  左記の供給連絡会諸  
と。  及び医療機関との連  ンザワクチン供給連  が、前年の使用実績  販売業者に対し、シー  販売業者に対して、改  旬までの間に期限を設  の対応策を、左記の供給  （委員会）において、  

緒・調整に関するこ  
と。   病対策課、県医師会  た、追加注文につい  た在庫状況等調査に協  で要請している。また、  頬する。ただし、接権希  て、予め調整等を図ること  方法について検討す  

兵 庫  及び卸売販売業者団  ることとする。   
体により構成）を活用  て、返品を前提とした注  
する。）   関係団体及び卸売販  文及び在庫管理を行わ   

売業者に対し文書で  ないよう文暮で要請して  
要請している。   いる。   よう、併せて依頼する。   

卸売販売業者への調  高齢者インフルエンザ  有   昨年同様、各医療機  国の依轍による卸売販  返品率は年々改善され  国からの情報を市町村  卸売販売業看に対する在  
査、指導   予防接種に関する市町  開からの注文iは前  庫等の確認、ならびに品  

村の接種期間、単価及  年度使用実績を上回  質を確認した上で、再版  
奈 良  び接種医療機儒名の情  らないようにする。   等の依頬を行う。  

報収集  は、昨年同様医師会と  
の協議により実施す  
る。   

′l  

窮  



各都道府県におけるインフルエンザワクチンの供給体制について  

都道府県担当課の役割について  シーズン前の対応について、都道府県としての考え方（昨年度との相違点、新たな取組みを中心に）  

都道府  
インフルエンザ対策  

保健所の役割   委員会の設置につい   高齢者等の定期予防接  その他新たな  
県名  

薬務   感染症対策   医精  て  対応について           医療機関等の注文i  について  医療機関等、卸売販売 業者の在庫等の調査に  ついて  返品という商慣習の改  善について   種対象者に対する公費 補助期限の設定と勧奨  応について   
の啓発策について   方法について   

流通段階及び医療機関  インフルエンザ流行週  インフルエンザ相談  有（昨年度1回開催）  初回注文量が前年度  昨年同様、卸売販売業  望ましくはないが、改善  会議等において、インフ  地域間等でのワクチン融  医療機関の同意のも  医療機関へ、  
でのワクチン在庫状況  報の提出、学級間鎖惰  窓口の設置、予防接  の使用実績を上回ら  者に対して発注状況を  は困難。   ルエンザの定期の予防  通等が実施できるよう協  と、医療機関におけ  迅速な在庫把  
の把握及び必要に応じ  報の公表、高齢予防接  種可能医療機関に関  ないように関係団体  把握するとともに、医療  接種実施要領に基づい  力及び調整予定。   るワクチン在庫情報  撞のための協  
た融通調整、保健所で  する問い合わせ応需  等に依頼。   機関等にも実施予定。  た公費補助期限を市町  等接種可能な医療機  

和歌山                                                                         の対応方針の決定及び 力 村に周知。  関を保健所等により  
協依頼、県インフル  また、県ホームページ  公表できるよう調整  
エンザ対策会議の開催   （感染症情報センター）  予定。   

等において、インフルエ  
ンザ対策の周知を図  
る。  

対策委員会を運営する  市町村への予防接種の  管内医療機関の情報  有   国通知を受け関係機  定期的に全医療機関、  分割納入や返品を前提  市町村に対し、国から  ・定期調査により接種可  県ホームページ、広  
とともに、ワクチンの在  周知等のインフルエン  収集及び県民への情  関に周知を図るととも  卸売販売業者等に対  こした注文を行わない  の各通知により予防接  能な医療機関を把握し、  報等で周知。  
庫調査等、供給休制の  ザの総合対策、情報収  報提供。  こ、シーズン前に対  し、在庫i等の調査を  ことなどを医師会、卸売  種法に基づく接種計画  県民からの問い合わせに  
全県的な調整、情報収  策委員会を開催し、  
集・提供を行う。   返品等のない適正な  されている。   制を整える。  

注文iとなるよう、協  ・県内における融通につい  
力要請を行う。   ては、医師会が中心にな  

鳥 取  り調整を行い、県外から融  
通を受ける場合は、ワクチ  
ンを希望する全医療機関  
に公平に配分できるよう、  
配分先、配分本数を対策  
委員会で決定する。   

インフル工ンザ対策委  ・医療機関での在庫  平成20年9月中に設  各保健所による調査  （p医療機関について  医療機関に対し文書に  市町村に対し文書によ  （Dインフルエンザ対策委  県のホームページに  
真金の開催  i調査等の実施  を実施   は、保健所による調査  り依頼する   旦会を開催する。  接種可能な医療機関  
・保健所が実施した在  ・住民からのワクチン  を実施  ②医療機関及び卸売販売  
庫豊調査の集計及び情  に関する照会への対  ②卸売販売業者につい  業者に対し、ワクチンを融  

島 根                              報提供の実施 ・市町村での予 応   ては、担当課による調  通しあうよう、文書によっ  
防接種  査を実施   て依頼する。  は保健所が接種可能  

法に基づく接種状況の  な医僚機関を案内す  

把握  る。   
・卸業協会への在庫i  
調査の実施  
・インフルエンザ対策委  ・インフルエンザ対策委  ・ワクチン接種希望者  有   公文書により関係団  在庫数量の把握等は負  公文書により関係団体  公文書により市町村に  地域における融通につい  ホームページ等によ  
貴会の開催   員会の開催  への情報提供  （平成20年9月開催  体に対して医療機関  担が大きいので、必要  こ対して返品を行わな  対して高齢者等の予防  ては、地域医師会が中心  る周知（予防接種法  
・ワクチン供給の情報収  ・ワクチン接種希望者へ  ・インフルエンザに関  予定）   等の初回注文iが前  最小限度で実施（頻度  いように協力を依頼し  接種法対象者に対する  となって調整していただ  関係）。  
美（在庫調査を含む）・  の情報提供  する情報収集・情報  年の使用実績を上回  未定）することで考えて  た。   接種奨励期限につい  き、また、都道府県間の融  ただし、任意接種は  

岡 山                                                                                            情報提供   インフルエンザに関す  提供  らないように協力を依  いる。  て、12月中旬までの間  通については、医師会、  医療機関が限定され  
・ワクチン不足時の調整  る情報収集・情報提供  頬した。  に期限を設定するよう  

依頼している。   きながら医薬安全課が中  
心になって調整していくこ  
とで考えている。   

・インフル工ンザウクチ  ・インフル工ンザ総合対  ・管内医療機関のイ  有   シーズンを前に連絹  シーズン中にモニター  返品を前提とした注文  早期接種（12月中の接  医療機関及び卸売業者に  地区医師会及び医療  
策                       ン需要調整連絡会議の  ンフルエンザワクチン  （インフルエンザ需給  会を開催し、前年度  できる医療機関及び卸  及び在庫管理を行わな  種）を行うよう、各市町  対し、緊急在庫調査を行  機関の協力を受け、  
開催  在庫調査   調整連絡会設置（Hl  納入実績、接種実績  売業者に対し、ワクチン  いよう通知した。また、  及び県の広報を活用し  い、その情報を医療機  県医師会、各市町及  
インフルエンザワクチ  ・県民手への情報提  6．9．2）以下「連絡  を基に、適正なワクチ  の在庫数i等の調査で  今年度に予定している  周知を図る。   関、卸売業者、各市町等  び各保健所等から住  
ンの在庫調査、調整及  供   会」という。）   ンiを注文し、偏在  きる体制を整え、必要  インフルエンザ需給調  が共有の上、県民に対し  民に対して周知を行  

広 島                                                                                                               び情報提供  等発生しないよう、県  て情報提供を行う。なお、  
インフルエンザワクチ  医師会、県医薬品卸   力要請する。  対応困難となった場合は  

ン不足時の国との連絡  協同組合などを通  厚生労働省と協議の上、  

及び調整  じ、関係者に対し周  融通用に保管されている  
知徹底を図る。   ワクチンの供給等を要請  

したい。   

く♪   



各都道府県におけるインフルエンザワクチンの供給体制について  

都道府県担当課の役割について  シーズン前の対応について、都道府県としての考え方（昨年度との相違点、新たな取組みを中心に）  

都道府  
インフルエンザ対策  

県名  
保健所の役割   委員会の設置につい   高齢者等の定期予防接  その他新たな  

薬務   感染症対策   医務  て  対応について           医療機関等の注文i  について  医療機関等、卸売販売 業者の在庫等の調査に  ついて  返品という商慣習の改  善について   種対象者に対する公費 補助期関の設定と勧奨  応について   
の啓発策について   方法について   

・医薬品の安定供給に  ・結核、エイズその他の  ・左記に対する県民  有   平成19年度医療機関  卸売販売美春の在庫i  山口県医師会、各市町  各市町長に対し、インフ  山口県医師会、卸売販売  
関すること   感染症に関すること  への相談窓口  等への出荷i 約  についてはシーズン中  長等の関係者に対し、  ルエンザの流行時期を  業者を通じて在庫状況を  
・卸売販売業者のワク  ・予防接種に関すること  ・予防接種の実施に  32．4万本   こ2度調査する。医療  初回注文は昨年実績を  考慮した啓発等につい  確認し、積極的に製品の  
テンの在庫調査、調整  ・予防接種法におけるイ  対する市町村への指  平成20年度メーカー  機関の在庫iについて  上回らないよう、また、  て十分配慮するよう依  融通に協力するよう依頼  
・ワクチン不足時の医療  ンフルエンザワクチン接  ヰ  からの供給予定i  ま、ワクチン供給tに  返品をしない等文書で  擁した。（平成20年7月  する予定。  

山 口  ・ワクチン不足時にお  約31．7万本以上  
の依頼   ける接種可能医療機  8月11日現在の医療  

関の情報提供  機関からの予約は約  
26．7万本であり、供給  
予定iが上回ってい  
る。   

（p県内卸売販売業者に  県内医療機瀾におけ  管内医療機備にお  有   今シーズンの注文  医療機関の協力を得  医師会等を通じて、返  年内の接種を勧めてい  医療機関、卸売販売業者  県及び保健所ホーム  
おけるワクチン在庫．納  るワクチン在庫．需要  けるワクチン在庫．需  iについては，昨  て、卸売販売業者が随  晶を前提とした注文を  くが、一都市町村では  の協力を得て、迅速に過  ページにて周知する  
晶（見込み）i等把握  見込み等把握及び融通  要見込み等把握及び  シーズンにおける使  時過不足調整する中、  避け、適正な1の取扱  流行ピークや体調不良  不足状況を調査するととも  予定。  
②ワクチン不足時の国  依頼  融通依頼（定期の予  用実雑のtを限度に  県内の過不足総数を把  いに努めるよう協力を  等の理由で接種できな  に、融通を依頼する。  
との連絡調整  防接種に必要なワク  注文していただくな  かった方々の接種機会  

テンiの把握等を含  ど，関係者の間で調  を考慮し、1月中旬まで  
徳 島  む。）  整を図る予定。   を定期とする予定であ  

保健所が市町村の協力  る。   
を得て各医療機関から  
収集。卸売業者の情報  
については、薬務課が  
収集。）   

インフルエンザ予防接  予防啓発   有   対策会芸濃で医師会に  国からの依頼調査、及  対策会議で医師会等に  広域予防接種において  対策会議を開き、ワクチン  県ホームページ、市  
種医療機関の把握、医  前年の使用実績を上  び不足甘矧こより必要  周知する。   は期限を12月末として  の融通を関係機関に依頼  町の広報紙等で周知  

香 川                                              師会、卸業者等との対  回らないように要請  いる。   する。   する。   
策会議、インフルエンザ  する。   
流行予測の遺元等  

インフルエンザワクチン  高齢者等の予防接種に  担当課、市町村等と  有   昨年同様、医療機  昨年同様、定期在庫訴  大iの返品が生じない  12月中旬までに接種を  不足数i等の連絡を医療  接種可能な医療機関  
供給体制の総合調整  関すること。  の連絡調整及び協力  蘭、卸売業看に初回  査を実施し、関係者へ  よう注文1を設定する  終えるよう県広報等で  機関から医師会を通じて  名を、広報、個別通  

愛 嬢  
注文1が前年の使用   周知。   受け、在庫状況の緊急調  
実績を上回らないよ  査を実施し、県内で融通を  
う要請する。   図る．   

ワクチンの適正流通指  インフルエンザに関する  住民に対する医療機  設置予定（平成20年  過剰に在庫しないよ  実施予定   国からの通知内容につ  平成20年10月1日か  卸間の融通   保健所を通じて周知  500本以上  
導、監視   情報収集及び医療薬務  関等の情報提供  10月）   うに医療機関に通知  いて関係機関へ周知予  を図る。   の返品があっ  

高■知  
課に対する情報提供  定   た医療機関へ  

の聞き取り嗣  
査を実施   

・卸売一般販売業者に  ・インフルエンザ接種実  ・インフルエンザ接種  有  ・本年度の予約状況  ・医療機関で保有する  ・昨年度実績との比較  インフルエンザ予防接  ・ワクチンを保有する医療  ・保健福祉環境事務  
おけるワクチン販売実  施医療機関の把握  インフルエンザ対策                      実施医療機関の把握   について調査予定。  ワクチン土について、必  で予約数iが著しく増  種実施要領（平成19年  機関を把握し、保健福祉  所（保健所）に相談窓  
緯、在庫本数の把握  ・上記医療機関におけ  及びワクチン保有数  会譲  要に応じて随時調査を  加している医療機関に  3月29日使先第0329  環境事務所（保健所）を通  ロを設置し、医療機  
ー融通に係るワクチン適  るワクチン保有数の把  の把握  行う。   ついては、注文土の調  021号各都道府県知  じて紹介する。   関の緒介を行う。  
正販売の指ヰ  握  ・卸売一般販売業者に け売 事・政令市長・特別区長  

おる販数1・在庫   
状況等を月1画定期的  に情報提供する。  

福 岡  に調査する。   いて、在庫状況と合わ  
せ把握に努めるととも  
に、医師会等を通じ、憶 常的に返品行ってい  

を  
る医療機関について  
は、その名称等を公表  
することがありうる旨説  
明する。  

tl  



各都道府県におけるインフルエンザワクチンの供給体制について  

都道府県担当課の役割について  シーズン前の対応について、都道府県としての考え方（昨年度との相違点、新たな取組みを中心に）  

都道府  
インフルエンザ対策  

保健所の役割   委員会の設置につい   高齢者等の定期予防措  その他新たな  
県名  

薬務   感染症対策   医務  て  対応について           医僚機関等の注文i  について  医療機関等、卸売販売 業者の在庫等の調査に  ついて  返品という商慣習の改  善について   種対象者に対する公費 補助期限の設定と勧奨  応について   合への住民への周知  
の啓発策について   方法について   

・卸売販売業者を通じて  ・医療機関等の状況確  ・医療機関等の状況  設置済み   医師会を通じて前年  卸売一般販売業者の調  医師会及び卸業協会へ  県内全市町で統一して  医療機関等の状況調査を  県のHPや市町によ  
の状況確認と指導  認と指導  確言忍と指導  の使用実緯を上回ら  査は定期的に、医療機  要請を行う。   定期予防接種の期間を  行い、は種可能な医療機  る広報等の他、必要  
一散通調整（不足時）  ・接種可能な医療機関  ・接種可能な医療機  ないよう要請を行う。  関の調査は不足情報入  10月から12月までとし  関等を住民へ情報提供す  こ応じて各種広報媒  

等の住民への情報提供  関等の住民への情報 提供（不足時）  また、卸売販売業者  て実施する予定であ  体による周知を考え  

佐 賀  
（不足時）  を通じて注文iの調  る。実施期間の周矧こ  ている。   

査を定期的に行う。   ついては、広報紙への  
掲載や報道機関への情  
報提供など県と市町が  
協力して広報に取り組  
む。   

医薬品卸業者等のワク  ・市町村に対する予防  ・管内市町村に対す  有   前年度の注文量を上  医師会、卸売販売業者  返品という商慣習が改  関係法令及び実施要領  地域間の融通がつかず、  各市町の判断及び対  
テン適正供給の指導調  接種の指導調翌  る予防接種の指導調  回らないように、医師  へ在庫等の調査に協力  善されるように、医師会  によることとしている。  県内でワクチンが不足し  応に委ねる。  
整   ■医焼機関等における  整  会を通じて各医療機  するように依頼してい  を通じて各医療機関へ  特に期限は定めていな  た場合には、厚生労働省  

ワクチン使用の指導調  ・管内医療機関等に  関へ協力依頼してい  協力依頬している。  い。   へ報告を行う。   
整  おけるワクチン使用  る。   
■住民に対するワクチン  の指導調整  

長 崎  使用の情報提供  ・地域住民に対する  
ワクチン使用の情報  
提供  
・管内医薬品卸業者  
等のワクチン適正供  
給の指導調整  

医薬品製造業者及び卸  医療機関の在庫量把  管内医療機関及び市  有  初回注文量が前年度  シーズン前及びシーズ  医師会や卸売販売業者  市町村に対し、定期接  卸売販売業者及び医療機  医療機関等における  
売販売業者の在庫量把  握、需要調整の要請及  （インフルエンザ対策                      町村の連絡調整、相   の使用案績を上回ら  ン中に調査実施予定。  こ対し、初回注文量の  種の対象者に対し、12  関における在庫状況を杷  在庫状況を把握し、  
握及び供給調整の要  び情報提供  談窓口   会議を10月上旬に  ないよう協力を要請  抑制や分割納入により  月中旬までに接種する  握し、卸売販売業者及び  接種希望者からの問  

熊 本                                                                      請、医師会等への情報  開催予定）   する。  返品が生じないように  
提供  要請する。   する。   力を要請する。   種可能な医療機関を  

紹介する。   

医薬品卸業者及び医療  接種可能な医療機関が  接種可能な医療機関  有   例年どおり、関係者  例年どおり、シーズン中  例年どおり、関係者に  平成21年1月   管内の在庫調査に基づき  保健所から周知を図  
機関の在庫調査  限定される場合の住民  が限定される場合の  る。  

への周知及び予防接種  住民への周知  7月8日付け厚生労  
法に基づく接種期限の  働省三課長名通知を  課長名通知を周知し  
設定指導  周知した。  た。  

対策委旦会におい  対策委真金において、  
大 分  て、適正な注文を行う  関係委員から会見に周  

よう医師会選出委員  知するよう要請した。   
等へ要請する。（前年  
度実績を上回る予約  
防止について医師会  
会員へ周知）   

医薬品卸売一般販売業  予防接種法に基づくイ  医療機関に対す  管内の医療機関、  有  医療機関からの予約  卸売一般販売業看への  医師会を通じ、返品を  高齢者を対象とした定  地域で不足する場合に  県医師会、宮崎市保  
（県内においてワクチ                 者への指導及び在庫調  
査   の早期実施要請。  ン不足が見込まれる  上回らないよう協力  月まで定期的に実施す  庫管理を行わないよう  である市町村に対し、イ  をもとに、県は余裕のある  談窓口を設置し、接  

インフルエンザ接種実  場合には、インフルエ  を求める。また、医薬  る。医療機関について  要請する。   ンフルエンザの流行  医療機関へ融通依頼を行  種可能な医療機関の  
施医療機関への指導及  ンザワクチン対策連  品卸業者に対し、分  ま、11月15日現在の  シーズンに間に合うよう  い、卸売業者はこれに協  案内を行う。  

宮 崎  び在庫調査。  絡会議を開催する）  割納入の徹底を依頬  に、12月中旬までに予  
する。   する。その後シーズン  防接種が行われるよう  

中に不足状況が確認さ  計画策定を依粗する。   
れた場合、臨時的に同  依頼する。  
様の調査を行う。  



各都道府県におけるインフルエンザワクチンの供給体制について  

都道府県担当課の役割について  シーズン前の対応について、都道府県としての考え方（昨年度との相違点、新たな取組みを中心に）  

都道府  
インフルエンザ対策  

保健所の役割   委員会の設置につい   高齢者等の定期予防接  その他新たな  
県名  

薬務   感染症対策   医棒  て  対応について           医療機関等の注文主  について  医療機関等、卸売販売 業者の在庫等の調査に  ついて  返品という商慣習の改  善について   種対象者に対する公費 補助期限の設定と勧奨  応について   
の啓発策について   方法について   

管内のワクチン在庫調  各地域医師会，卸売  無   県医師会、県医薬品  医薬品卸売業者につい  県医師会、県医薬品卸  インフルエンザ予防接  医療機関間でのワクチン  県のホームページや  
査．県医師会・県卸業  業者との連絡調整に  （当県では、これまで  卸業協同組合を通じ  ては，在庫数i．供給  美協同組合を通じて、  種実施要領に基づき1  の融通及びワクチン接種  市町村の広報誌等を  
協同組合との連絡調整  関すること等   も既存の県予防接種  て、過剰な注文となら  数i等を調査し．ワクチ  文書で改善を依頼し  2月中旬までに設定し  可能な医療機関の紹介等  活用して周知予定。  
等に関すること等  対策協議会の中で、  てもらうように各市町村  

インフルエンザウクチ  ることとしているが．医  に依頼予定。   頼する。また、必要に応じ  

鹿児島  
ンの供給対策等につ  療機関等については，  て医師会等を通じた在庫  
いて協雄しており、今  ワクチンが不足する事  王調査等を実施し、県内  
後も引き続き当該協  態が生じた場合に検討  のワクチンの流通状況を  
議会を活用して協議  することとしている。   把握する。   
することとしているた  
め。）   

医薬品卸業者の調査、  市町村への早期接種を  地区医師会に属さな  有   医師会及び医薬品卸  適宜実施する。   左記会合においてコン  2月まで公費補助期間  県としては、医療機関と卸  県のホームページや  
指導を担当   要請  い医療機関の調査  売業者を交えた会合  センサスを得、改善を  

において、適正数量  図ることが必要と考えて  
等を検討する。  いる。   考えていない。啓発策  

沖 縄  についてはポスターな  
どを通じ12月までに予   
防接種を受けるよう呼  
ぴかけている。   

戸芦   




